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伊佐市農業委員会 4回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 30年 7月 30日（月）午前 9時 00分から 10時 39分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （28人） 

    

    会  長        15番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 10 番委員 1 番推進委員 12 番推進委員

2 番委員 11 番委員 2 番推進委員 14 番推進委員

3 番委員 13 番委員 3 番推進委員 15 番推進委員

4 番委員 4 番推進委員 16 番推進委員

5 番委員 6 番推進委員 18 番推進委員

7 番委員 7 番推進委員 19 番推進委員

8 番委員 8 番推進委員 20 番推進委員

9 番委員 9 番推進委員

11 番推進委員

     

４．欠席委員  （4人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  ８番委員    ９番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）申出」の意見決定  

について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「非農地証明願」について 

議案第６号「農地付空き家・空き店舗バンクによる下限面積」（地番指定）

について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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   【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成３０年度 第４回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

利用状況調査が始まっているわけですが、非常に日中暑いです。気温が

３５度を超えていますので水分を十分に取って頂き、熱中症等ならないよ

うに気を付けて活動していただければありがたいと思います。 

本日は１４番農業委員が欠席で、出席人数は１２名で、規定に達してお

りますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

８番農業委員と９番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６項

の規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご

報告いたします。 

資料の１ページ、２ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が２３件、登記

地目、田１９筆、畑４筆でありましたのでご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

議案第 1号、「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見決定の、基盤法貸借につきましてご説明申し上げます。 

１１ページをご覧ください。 

期間は１年から１０年で、面積は田７９,７８１㎡、畑２１，７３０㎡

の計１０１,５１１㎡です。利用権を設定する者の数４２名、利用権の設

定を受ける者の数１３名です。 

土地の詳細につきましては、３ページ番号１から１０ページ番号４２の

とおりです。 

以上説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について

提案いたします。 

整理番号１番、２番については譲受人が同一ですので一括で報告をお願

いたします。８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番、２番につきまして、去る７月２４日に現地調査を行いまし

たので、私８番が報告いたします。 

 申請人 ＫＳさんは、伊佐市大口川岩瀬に居住され、年齢は６２歳です。 

整理番号１番の渡し人 ＫＹさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢

は５７歳です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

申請地は、伊佐市大口川岩瀬字大丸６８番２で、地目は田、地積は８３

４㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は７，６１５㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は約２００ｍで、現況は不耕作地です。経営意欲はあ

り農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

続きまして整理番号２番の渡し人 ＯＫさんは、伊佐市大口田代に居住

され、年齢は５９歳です。 

申請地は、伊佐市大口川岩瀬字大丸６８番４外１筆で、地目は田、地積

は２筆合計１，５７０㎡で、所有権移転売買であります。 

渡し人は兄弟で、今回一括でＫさんに売買するものです。 

受人の経営面積は７，６１５㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は約２００ｍで、現況は不耕作地です。経営意欲はあ

り農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番、２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番、２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、３番農業委員の報告を求めます。 
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３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

    

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る７月２０日現地調査を行いましたので、

私３番が報告いたします。 

申請人 ＮＨさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は５２歳です。 

渡し人 ＭＴ破産管財人 ＨＲさんは、福岡市中央区薬院１丁目に居住

され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口針持字中野３５０７番８外２筆で、地目は田、地

積は３筆合計４，３８６㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は４，０５８㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地であります。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る７月２５日現地調査を行いましたので、

私１番が報告をいたします。 

 申請人 ＮＫさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は６１歳です。 

渡し人 ＮＨさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は８３歳です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は、伊佐市大口山野字久保２３４２番、地目は田外５筆、地積は

６筆合計４,６２７㎡、同じく字久保２３５６番１、地目は畑外１筆、地

積は２筆合計４２２㎡で、田・畑合計地積５,０６９㎡で所有権移転贈与

です。 

受人の経営面積は、１２,４４４㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理された農地であ

ります。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、２番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号５番につきまして、去る７月２４日に現地調査を行いましたの

で、私２番が報告いたします。 

 申請人 ＭＴさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＫＳさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は８６歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字水流７６番で、地目は田、地積は８１８㎡

で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は４８，３９４㎡で取得可能面積です。農業従事者は２

名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号６番につきまして、去る７月２２日に現地調査を行いましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＫＭさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、年齢は５９歳です。 

渡し人 ＭＳさんは、伊佐市大口上町に居住され、年齢は７８歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字伊ケ月１３００番５、地目は畑、地積は

７１２㎡、同じく字伊ケ月１３０５番６、地目は田、地積は１６６㎡で、

２筆合計８７８㎡の所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は７，４８６㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．５ｋｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わり
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

ます。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号７番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号７番につきまして、去る７月２４日に現地調査を行いましたの

で、私１３番が報告をいたします。 

申請人 ＮＹさんは、伊佐市大口小川内に居住され、年齢は８４歳です。 

渡し人 ＩＴさんは、伊佐市大口小川内に居住され、年齢は８９歳です。 

申請地は、伊佐市大口小川内字前田５４番１、地目は田、地積は２２７

㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は、総会資料２ページ番号６番、７番の利用権設定合意

解約の合計面積４，３６４㎡で取得可能面積です。農業従事者は２名で、

通作距離は約０．５ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲は

あり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

議 長 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は許可が決定いたしました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数７件について、７件の許可が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

  

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定について提案いたします。 

整理番号１番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定の整理番号１番について、去る７月２４日、申請人の一人である 代理

人 Ｔ行政書士立会いのもと、４番農業委員、１５番推進委員、私５番農

業委員３名で共同調査を行いましたので、５番が報告いたします。 

申請人 ＴＭさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は８５歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字湯ノ谷７１６番１３１外１筆、地目は畑、

地積は合計３，０９８㎡であります。 

所在地は、伊佐森林組合から南へ約２００ｍに位置し、南側、西側は山

林、東側は宅地、北側は道路を挟んで原野です。  

 除外の目的は、太陽光発電施設で、パネル設置枚数３００枚の計画にな

ります。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、農用地利用計画変更申出書、

委任状等が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において申請地の

除外は問題ないと判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願

いしまして、私の報告を終わります。 

 

５番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見の決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並び許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定の整理番号２番について、去る７月２４日、申請人の代理人 施工業者

株式会社Ｎの Ｍ氏立会いのもと、５番農業委員、１５番推進委員、私４

番農業委員３名で共同調査を行いましたので、４番が報告いたします。 

申請人 ＭＫさんは、伊佐市大口平出水に居住され、年齢は８８歳です。 

申請地は、伊佐市大口平出水字小原野２２３４番５８６外１筆、地目は

畑、地積は合計４，４５４㎡であります。 

所在地は、ＪＡの堆肥センターから北へ約５ｋｍに位置し、現状は不耕

作地で東側は原野、西側は畑、南側は道路を挟んで宅地、北側は自宅と道

路を挟んで畑です。  

 除外後、太陽光発電施設を設置しようと計画されています。この申請は

具体的な転用計画があり、周辺は宅地、畑ですが、農用地区域外周辺部の

ため、除外することで農地の集団化、農作業の効率化の影響等はないもの

と思われます 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、農用地利用計画変更申出書、

委任状等が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において申請地の

除外は問題ないと判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願

いしまして、私の報告を終わります。 

 

４番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見の決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並び許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定について、申請件数２件について、意見決定２件が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

  

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１番について、去る７月２４日、申請人の ＮＡ

さん立会いのもと、１番推進委員、７番推進委員、私２番農業委員の３名

で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

譲受人は、宮崎県えびの市大字内竪に居住されている ＮＡさんで、市

外住民です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈重留に居住されている ＵＴさんで、年齢は７４

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は一般住宅で利用なっておりま

す。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字薬師原２４８４番２４、地目は畑、地積は

４８０㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地です。 

所在地は、アタックスから北へ約１ｋｍに位置しており、南側は畑、

東側は市道、北側は雑種地、西側は畑で、周囲に与える影響はないと思わ

れます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、字図、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、汚廃水処理確約書、

資金証明書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で



 12 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号２番について、去る７月２４日、申請人の代理人

Ｔ行政書士立会いのもと、５農業委員、１５番推進委員、私４番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口篠原に居住されている ＴＭさんで、年齢は４１

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口元町に居住されている ＭＫさんで、年齢は８０

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は駐車場及び資材置場となって

おります。 

申請地は、伊佐市大口篠原字中川原２５４番４外１筆で、地目は田、地

積は合計５５９㎡で、農地区分は第１種農地の集落接続施設の農地であり

ます。 

所在地は、大口中央中学校ら東へ約７００ｍに位置しており、東側は

宅地、西側は自宅、南側は田、北側は市道を挟み田で、周囲に与える影響

はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書積書、転用に関する

誓約書、委任状等が添付されております。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号３番について、去る７月２４日、申請人の代理人 

Ｔ行政書士立会いのもと、１１番推進委員、私８番農業委員の２名で共同

調査をしましたので、８番が報告いたします。 

譲受人は、福岡県太宰府市観世音寺五丁目にある 合同会社Ｄ 代表社

員 ＭＴさんです。 

譲渡人は、伊佐市大口針持に居住されている ＯＴさんで、年齢は７６

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており

ます。 

申請地は、伊佐市大口曽木字上之馬場９９３番外１筆で、地目は畑、地

積は合計８１９㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、曽木十字路の荒瀬神社の東側に位置しており、東側は畑、

西側は宅地、南側も宅地、北側も宅地であり、周囲に与える影響はないと

思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数２８８枚、発電容量４９．５

ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、配置図、字図、事業計画書、会社
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の定款、被害防除計画書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号４番について、去る７月２４日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、１０番農業委員、１２番推進委員、私１１番農

業委員の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区神田多町二丁目にある、Ｍ㈱ 代表取締役社

長 ＮＴさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＯＭさんで、年齢は５６

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており

ます。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字西川３２２２番１２で、地目は畑、地積は

１,８５１㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、本城小学校から西南西へ約７００ｍに位置しており、南側

は雑種地、東側は山林、北側は非農地、西側は道路であり、周囲に与える

影響はないと思われます。 

太陽光発電事業でありますが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量９

９ｋｗを予定してあります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として、全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、残高証

明書、位置図、配置図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃

水処理確約書、転用に関する誓約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号５について、去る７月２４日、申請人の代理人 Ｍ

行政書立会いのもと、１１番農業委員、１２番推進委員、私１０番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区神田多町二丁目に所在する、Ｍ㈱ 代表取締

役社長 ＮＴさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＭＳさんで、年齢は５７

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源手原３１５３番２、地目は田、地積は

４１６㎡であります。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており、

農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、本城小学校から西南西へ約７００ｍに位置しており、西側

及び南側は道路、北側は畑、東側は先程説明がありました、番号４番で申

請されている太陽光発電施設用地であり、周囲に与える影響はないと思わ
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れます。 

太陽光発電事業でありますが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量９

９ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、地図、事業計画書、残高

証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、

汚廃水処理確約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号６番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号６番について、去る７月２４日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、５番推進委員、１４番推進委員、私３番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、３番が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区神田多町二丁目の、Ｍ㈱ 代表取締役社長 

ＮＴさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＨＫさんで、年齢は７７

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設の管理道路で、

農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字島崎２５０４番５で、地目は畑、地積は１

１１㎡です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地は、広木建具から東へ１００ｍに位置しており、南側は道路、

東側は宅地、北側は山林、西側は宅地であり、周囲に与える影響はないと

思われます。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、 

残高証明書、配置図、平面図、被害防除計画書、転用に関する誓約書、汚

廃水処理確約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号７番について、去る７月２４日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、５番推進委員、１４番推進委員、私３番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、３番が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区神田多町二丁目の、Ｍ㈱ 代表取締役社長 

ＮＴさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＴＫさんで、年齢は７８

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設で、農地区分

は第２種農地その他の農地であります。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１３３番で、地目は田、地積は

１，２３０㎡です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地は、本城小学校から北西へ約２ｋｍに位置しており、南側は宅

地、東側は畑、北側は道路、西側は宅地で、周囲に与える影響はないと思

われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量９９ｋｗ

を予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、見積書、資金証明書、 

残高証明書、位置図、配置図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、

汚廃水処理確約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号８番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号８番について、去る７月２４日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、５番推進委員、１４番推進委員、私３番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、３番が報告いたします。 

譲受人は、福岡県大野城市月の浦３丁目に居住されている ＩＨさん

で、市外住民です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＡＡさんで、年齢は７１

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設で、農地区分

は第２種農地その他の農地であります。 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１９１番外１筆で、地目は畑、

地積は合計２，２１０㎡です。 

所在地は、本城小学校から北西へ約２ｋｍに位置しており、南側は宅

地、東側は畑、北側は畑、西側は宅地であり、周囲に与える影響はないと

思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２８８枚、設置容量８６．４

ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、会社の登記事項証明書、会社の定款、 

事業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓

約書、汚廃水処理確約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号９番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号９番について、去る７月２４日、申請人の代理人

Ｔ行政書士立会いのもと、９番農業委員、２番推進委員、私１３番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１３番が報告いたします。 

譲受人は、佐賀県佐賀市多布施四丁目に居住されている ＫＹさんで、

市外住民です。 

譲渡人は、伊佐市大口田代に居住されている ＭＫさんで、年齢は８８

歳です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設で、農地区分

は第２種農地その他の農地であります。 

申請地は、伊佐市大口川岩瀬字水道３２０番４で、地目は田、地積は１，

３２０㎡です。 

所在地は、羽月西小学校から北東へ約４００ｍに位置しており、南側

は原野、東側は道路、北側は山林、西側は山林であり、周囲に与える影響

はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９．５

ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、申請書、事業計画書、見積書、資金 

証明書、収支計画書、位置図、配置図、被害防除計画書、被害防除に関す

る誓約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１０番について、去る７月２４日、申請人の代理

人 Ｔ行政書士立会いのもと、１３番農業委員、２番推進委員、私９番農

業委員の３名で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

譲受人は、薩摩郡さつま町永野に居住されている ＹＫさんで、市外住

民です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

譲渡人は、伊佐市大口田代に居住されている ＮＭさんで、年齢は７５

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設で、農地区分

は第２種農地その他の農地であります。 

申請地は、伊佐市大口田代字北ノ原２８７番２で、地目は畑、地積は３

２９㎡です。 

所在地は、本城小学校から西南西へ約１ｋｍに位置しており、東側は

宅地、西側は原野、南側は太陽光発電施設、北側は山林で、周囲に与える

影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２８８枚、設置容量４９．５

ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１１番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１１番について、去る７月２４日、申請人の代理

人 Ｍ行政書士立会いのもと、１番推進委員、７番推進委員、私２番農業

委員の３名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

譲受人は、福岡県太宰府市観世音寺五丁目にある、合同会社Ｄで一般法
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈前目に居住されている ＨＨさんで、年齢は６９

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設で、農地区分

は第２種農地その他の農地であります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字北山２４０６番９外２筆で、地目は田、地

積は合計１，１４７㎡です。 

所在地は、菱刈庁舎から東南へ約１ｋｍに位置しており、南側は市道、

東側は宅地、北側は市道、西側は宅地で、周囲に与える影響はないと思わ

れます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２４４枚、設置容量８６ｋｗ

を予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、資金証明 

書、位置図、配置図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に

関する誓約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１２番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１２番について、去る７月２４日、申請人の代理

人 Ｍ行政書士立会いのもと、１番推進委員、７番推進委員、私２番農業
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ 番 

農 業 委 員 

委員の３名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

譲受人は、姶良市西餅田に居住されている ＯＹさんで、市外住民です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈重留に居住されている ＴＡさんで、年齢は４７

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設で、農地区分

は第２種農地その他の農地であります。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字池之原１２７０番３で、地目は畑、地積は

４４６㎡です。 

所在地は、田中ふるさと館から北へ約４０ｍに位置しており、南側は

雑種地、東側も雑種地、北側は宅地、西側は市道で、周囲に与える影響は

ないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３１６枚、設置容量８６．９

ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、資金証明書、位置図、

字図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１２番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１３番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１３番について、去る７月２４日、申請人の代理
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ 番 

農 業 委 員 

人行政書士のＯさん、土地家屋調査士のＫさん立会いのもと、７番農業委

員、４番推進委員、私１番農業委員の３名で共同調査をしましたので、１

番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口山野に居住されている ＨＭさんで、年齢は２１

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口元町に居住されている ＡＫさんで、年齢は５９

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は一般住宅で、農地区分は第３

農地であります。 

申請地は、伊佐市大口里字竿境２２２２番５で、地目は田、地積は２８

６㎡です。 

所在地は、労働金庫より西側へ約２００ｍに位置しており、北側は宅

地、東側、西側、南側は田で、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、事業計画書、土地改良区の

意見書、位置図、平面図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転

用に関する誓約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１３番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１４番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１４番について、去る７月２４日、申請人の代理
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ 番 

農 業 委 員 

人行政書士のＯさん、土地家屋調査士のＫさん立会いのもと、７番農業委

員、４番推進委員、私１番農業委員の３名で共同調査をしましたので、１

番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口鳥巣に居住されている ＮＲさんで、年齢は３２

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口元町に居住されている ＡＫさんで、年齢は５９

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は一般住宅で、農地区分は第３

農地であります。 

申請地は、伊佐市大口里字竿境２２２２番７で、地目は田、地積は４５

１㎡です。 

所在地は、労働金庫より西側へ約２００ｍに位置しており、東側は宅

地、北側、西側、南側は田で、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、事業計画書、土地改良区の

意見書、位置図、平面図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転

用に関する誓約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１４番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１５番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１５番について、去る７月２４日、申請人の代理
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

人行政書士のＯさん、土地家屋調査士のＫさん立会いのもと、７番農業委

員、４番推進委員、私１番農業委員の３名で共同調査をしましたので、１

番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口山野に居住されている ＯＳさんで、年齢は７８

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口平出水に居住されている ＫＳさんで、年齢は８

０歳です。 

本申請は、所有権移転贈与で、転用目的は住宅への通路で、農地区分は

第２種農地その他の農地であります。 

申請地は、伊佐市大口山野字久保２３８７番４で、地目は田、地積は１

９６㎡です。 

所在地は、尾之上自治会館より東へ約３０ｍに位置しており、東側は

宅地、西側は道路、北側、南側は田で、周囲に与える影響はないと思われ

ます。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、事業計画書、残高証明書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状

等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１５番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１６番、１７番については譲受人が同一で、関連がありますの

で一括で報告をお願いします。１０番農業委員の報告を求めます。 
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１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１６番、１７番について、去る７月２４日、申請

人の代理人行政書士のＭさん立会いのもと、１１番農業委員、１２番推進

委員、私１０番農業委員及び３番農業委員、５番推進委員、１４番推進委

員の６名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

６名での共同調査になった経緯は、先程３番農業委員より報告のあり

ました議案第４号、番号７の太陽光発電施設への管理道路の申請であるこ

とから、６名での共同調査になりました。 

譲受人は、東京都千代田区神田多町二丁目に所在する Ｍ㈱ 代表取締

役社長 ＮＴさんで、一般法人です。 

譲渡人は、番号１６が伊佐市菱刈荒田に居住にされている ＴＫさん

で、年齢は７８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１３８番２で、地目は畑、地積

は２７㎡です。 

番号１７が伊佐市菱刈荒田に居住にされている ＴＭさんで、年齢は７

７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１４０番８外１筆で、地目は畑、

地積は合計８９㎡です。 

本申請は、２件とも所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設管理

道路で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、本城小学校から西南西へ約１ｋｍに位置しており、西側は

田、南側は太陽光発電施設、北側は道路、東側は畑を挟んで宅地で、周囲

に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、事業計画書、明治機械㈱の

履歴事項証明書・定款、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用

に関する誓約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については６名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１６、１７番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 



 28 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１６番、１７番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１７件について、処分決定１７件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「非農地証明願」についてのうち、整理番号１番につきまし

て去る７月２４日、申請人の ＹＫさん立会いのもと、９番農業委員、２

番推進委員、私１３番農業委員の３名で共同調査をしましてので、１３番

が報告いたします。 

申請人 ＹＫさんは、伊佐市大口宮人に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市大口宮人字引田１７４５番１で、地目は田、

地積は４５２㎡、同じく宮人字牛田１９４７番５で、地目は畑、地積は１，

１６１㎡、同じく宮人字乳母山１９８８番２で、地目は田、地積は２１４

㎡で、３筆合計１，８２７㎡です。 

周辺の状況は、３筆ともほぼ山林であり、非農地となった時期及び理由

として、平成１０年頃から、１７４５番１については、道路側の法面が崩

落して土砂が流失し進入路がなくなり耕作を放棄したとのこと。１９８８

番２については、周囲が竹林化して放置したしたとのこと。１９４７番５

については、鳥獣被害により作れる作物がなくなり放置したとのことで

す。 

所在地については、１７４５番１は宮人自治会館より北東へ約５００

ｍ、１９８８番２は宮人自治会館より北西へ約７００ｍ、１９４７番５は

宮人自治会館より北へ約５００ｍに位置します。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図、字図等が

提出されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告

を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第５号「非農地証明願」１件申請のうち１件の許可が決定いたしま

した。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「農地付き空き家・空き店舗バンクによる下限面積」（地番

指定）について、事務局の説明を求めます。 

 

議案第６号「農地付き空き家・空き店舗バンクによる下限面積」（地番

指定）について、事務局より説明いたします。 

申請人 ＷＭさん外２名は、菱刈重留在住の方です。 

 申請地は伊佐市菱刈重留字薬師原１４２８番４で、伊佐農林高校より南

東約１．２ｋｍに位置し、地目は畑、地積は４９７㎡で、良く管理された

農地であります。 

 添付書類として、全部事項証明書が添付されています。規定により指定

農地として地番指定して問題はないと思われます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

この面積は、農地だけの面積ですね。備考にあるように隣接住宅は面

積には含まれないということですね。 
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議 長 

 

事 務 局 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 はい、事務局。 

 

 農地に関して下限面積が１㎡で取得出来るということです。 

 

 他にございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

農地付き空き家・空き店舗バンクによる下限面積（地番指定）について、

決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

 

よって、議案第６号「農地付き空き家・空き店舗バンクによる下限面積」

（地番指定）について、決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。７月の月例報告をします。 

去る５日、７月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありまして、事務

局職員が出席しております。 

２４日、現地調査を一斉にしております。３０日、本日ですが第４回

農業委員会の総会です。 

８月の行事予定ですが、７日に８月の定例常設審議委員会が鹿児島市で

あります。２４日が現地調査です。３０日が第５回の農業委員会の総会で

す。 

月例報告は以上です。 

 

その他ないでしょうか。 

 

総会資料４２ページ、議案第６号の農地付空き家・空き店舗バンクの農

地法第３条の表の表記の仕方について、申請人がＷＭさん外２名で、所有

者がＷＭさん外２名になっていて、また、備考には隣接住宅と同時購入時

に限る。と言うような表記になると、ＷＭさん外２名は、所有者ですか、
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

購入者ですか。 

 

昨年１０月に、農地付き空き家・空き店舗バンクによる下限面積（地番

指定）についての説明をしましたが、今回初めて案件が出ました。 

空き家・空き店舗バンクについての要綱があり、これについては企画政

策課が担当部署になりますが、そこで登録された宅地（空き家）に付属す

る農地について、通常は農地を取得する場合下限面積３０ａが条件にあり

ますが、空き家を購入する場合に付属する農地については、非農家の方で

あっても付属する農地を管理する意味からも、その農地を取得してもら

う。地番指定で下限面積を１㎡に下げていいか。というのが、今回の議案

第６号になります。 

来月の総会では空き家を購入される方が３条申請で下限面積を１㎡に

下げた農地を購入されますので、そのことについて協議していただきま

す。Ｗさんにつきましては、現所有者になります。 

また、来月の総会では３条申請でＷさんから農地を購入される方の許可

が出た場合、下限面積が１㎡のままだと、誰でも購入等が可能になります

ので、来月の議案では、下限面積を３０ａに戻す地番指定解除をして頂く

予定にしていますのでよろしくお願いします。 

初めてのことで分かりにくい所もありますが、地番指定した農地につい

ては総会に２回上がってくると思って頂ければと思います。以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

これで、平成３０年度 第４回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     ８  番     

                   

伊佐市農業委員     ９  番    

 

 

【終了時間  午前１０時３９分】 

 

  


